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⽇本ユマニチュード学会    
 

⼀般社団法⼈ ⽇本ユマニチュード学会 
2021 年度 第三期 定時社員総会参考書類 

 
2022 年 9 ⽉ 25 ⽇（⽇曜⽇）開催の 2021 年度第三期定時社員総会につき、次のとおり議案
を提出いたします。 
 
「報告事項」 
 
  第１号 第三期（2021 年 7 ⽉ 1 ⽇から 2022 年 6 ⽉ 30 ⽇まで）事業報告の内容報告の件 
   
  第２号 第四期（2022 年 7 ⽉ 1 ⽇から 2023 年 6 ⽉ 30 ⽇まで）事業計画の内容報告の件 
 
  第３号 第四期（2022 年 7 ⽉ 1 ⽇から 2023 年 6 ⽉ 30 ⽇まで）収⽀予算の内容報告の件 
 
「決議事項」 
 
  第１号議案 第三期（2021 年 7 ⽉ 1 ⽇から 2022 年 6 ⽉ 30 ⽇まで）計算書類承認の件 
 
  第２号議案 定款⼀部変更の件 

 2022 年 4 ⽉からのユマニチュード認証制度の開始に伴い、これまで賛助会員の傘下
に含めていた「認証会員」ならびに「認証準備会員」を、それぞれ独⽴した会員種別
とします。内容の変更は下記の通りです。 
 

現⾏の定款 変更案 
第６条  
この法⼈の会員は、次の 4 種とし、正会
員をもって⼀般社団法⼈及び⼀般財団
法⼈ に関する法律（以下「法⼈法」と
いう。）上の社員とする。 
 
 (１）〜（４）条⽂省略 
 
（新設） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
（５）認証（準備）会員 
ユマニチュード認証制度を取得し（もし
くは取得準備中で）、この法⼈の活動と
連携してユマニチュードの普及・浸透に
取り組むために⼊会した団体。 

 
以 上 
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 ［決議事項：第１号議案］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 年度 第三期 計算書類 
 

［2021 年 7 ⽉ 1 ⽇から 2022 年 6 ⽉ 30 ⽇まで］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⼀般社団法⼈ ⽇本ユマニチュード学会 
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貸借対照表 
［2022 年 6 ⽉ 30 ⽇現在］ 
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正味財産増減計算書 
［2021 年 7 ⽉ 1 ⽇から 2022 年 6 ⽉ 30 ⽇まで］ 
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予算⽐正味財産増減計算書 
［2021 年 7 ⽉ 1 ⽇から 2022 年 6 ⽉ 30 ⽇まで］ 
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財務諸表に関する注記 

 
 

1. 重要な会計⽅針 
①資産の評価基準及び評価⽅法：最終仕⼊原価法 
②消費税等の会計基準：税込⽅式 
 
 

2. 貸借対照表に関する注記 
①基⾦及び代替基⾦の増減およびその残⾼ 
基⾦は⼀般社団法⼈及び⼀般財団法⼈に関する法律第 131 条に規定する基⾦です。 

 
 

以 上 
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〔報告事項：第 1 号〕 
 

2021 年度 第三期 事業報告 
[2021 年 7 ⽉ 1 ⽇から 2022 年 6 ⽉ 30 ⽇まで] 

 
 ⼀般社団法⼈⽇本ユマニチュード学会は、SAS Humanitude 社（フランス本部）との連
携の下、フランス発祥のコミュニケーション・ケア技法 ユマニチュードに携わる者を組織
し、ユマニチュードに関する研修プログラムや施設認証制度事業等の⽇本への最適化と監
修、ならびに教育・研究活動を⾏い、ユマニチュードの普及・浸透を通じて、全ての⼈の
⾃律が尊重される社会の実現に貢献することを⽬的とし、2019 年 7 ⽉ 1 ⽇、理事会・監事
設置の⾮営利型⼀般社団法⼈として設⽴されました。 
 設⽴三期⽬となる当期は、2020 年年初以来の COVID-19 の影響によって活動制限を受
け続けたものの、組織におけるユマニチュードの哲学と技法の浸透を公正に評価する制度
『ユマニチュード認証制度』を予定通り開始することができました。加えて、2022 年 6 ⽉
末で⽇本における研修事業の受託契約を終了したエクサウィザーズ社に代わり、今後は当
学会が研修事業を⼀元的に担うこととなり、その体制づくりに着⼿するなど、ユマニチュ
ードを介した、より良いケアの普及・浸透に向けた基盤がまた⼀歩整った１年となりまし
た。 
 具体的に取り組んだ重点項⽬は以下の 6 点です。 

1. 運営基盤の強化 
2. 研修の⽇本最適化と監修 
3. 市⺠会員制度の拡充 
4. 新規事業開発：⽇本版施設認証制度の開始 
5. 認定インストラクターの活動⽀援強化 
6. 学術研究・広報活動 

 
1. 運営基盤の強化 

 
①理事会・委員⻑会議の運営 
 本学会に関する重要な意思決定を⾏うため、3 ヶ⽉に 1 回程度理事会を開催し、緊
密な意思疎通と情報共有を⾏い、⽇本における認証制度や研修のあり⽅など中⻑期的
かつ広範な視野から検討を続けています。 
 
 ＜第三期理事会開催概要＞ 

第 10回理事会：2021 年 8⽉ 22 ⽇ 出席理事 11名、出席監事 2名 
第 11回理事会：2021 年 9 ⽉ 25⽇ 出席理事 12名、出席監事 2名 
第 12回理事会：2021 年 11 ⽉ 21 ⽇ 出席理事 10名、出席監事 2名 
第 13回理事会：2022 年 2 ⽉ 26 ⽇ 出席理事 9名、出席監事 2名 
第 14 回（臨時）理事会：2022 年 4⽉ 16 ⽇ 出席理事 9名、出席監事 2名 
第 15 回理事会：2022 年 5⽉ 21 ⽇ 出席理事 9名、出席監事 2名 
 

 2022 年 4 ⽉には、認証制度の開始を受けて、制度の持続的な運営と強化を担う事
業本部として認証制度本部を⽴ち上げました。加えて 6 ⽉には、事業本部のもう⼀
つの柱として、研修制度の今後のあり⽅を多⾯的に検討し運営をリードする研修制
度本部を設⽴するとともに、これまで主要な業務執⾏をリードしてきた委員⻑制度
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を発展解消し、新たに理事会直轄プロジェクトとして以下の４プロジェクトを⽴ち
上げ、機敏に推進することといたしました。 
 

 
＜理事会直轄プロジェクト概要＞ 
総会企画運営プロジェクト：年次学会総会の企画・運営 
インストラクター⾃⼰研鑽プロジェクト：資格更新制度と⾃⼰研鑽活動の推進 
臨床研究プロジェクト：ユマニチュードに関する基礎・臨床研究の実施とサポート 
臨床医プロジェクト：ユマニチュードの臨床医学への導⼊とサポート 

 
②事務局の運営 
 本事業年度末の時点で、常勤 1名（事務局⻑）、パートタイム 1名（総務・経理）、
業務委託メンバー3 名（会員マーケティング、コンテンツ制作、研修事業）をコアメ
ンバーに、効率的な運営体制を図りながら、学会のあらゆる活動の下⽀えを⾏いまし
た。 
 

  ③第 3回⽇本ユマニチュード学会総会の実施 
2021 年 9 ⽉ 25⽇（⼟）から 26 ⽇（⽇）の２⽇間にわたり、第 3回⽇本ユマニチュ

ード学会総会『つなげようケアのバトン』を開催しました。感染症リスクを鑑み、東
京医療センター⾼齢者ケア研究室からの無観客オンラインライブ配信⽅式で⾏いまし
た。 

1 ⽇⽬は、⽣存科学研究所との共催で「家族をつなぐユマニチュード」をテーマとし
た⿍談、ユマニチュード考案者のイヴ・ジネスト⽒の基調講演を⾏い、416 名の会員
ならびに⾮会員の皆さまに参加いただきました。２⽇⽬は会員総会として「ユマニチ
ュードの再現性と継続性を⽬指して」をテーマに、シンポジウムと 17演題の⼝頭発表
を⾏い、123名の会員の皆さまに参加いただきました。 

 
第 3回⽇本ユマニチュード学会総会〜つなげようケアのバトン〜 
⽇時：2021 年 9 ⽉ 25⽇（⼟）〜26 ⽇（⽇）※オンラインライブ配信⽅式 
参加費：無料 
第1部 ⽣存科学研究所共催・市⺠公開講座 「家族をつなぐユマニチュード」 
第2部 ⽇本ユマニチュード学会 第⼆期定時社員総会 
第三部 ⽇本ユマニチュード学会総会 
 

 
2. 研修の⽇本最適化と監修 

 SASHumanitude 社（フランス本部）との独占契約の下、⽇本におけるユマニチュ
ード研修事業を担ってきた株式会社エクサウィザーズが、2022 年 6 ⽉末をもって当該
事業を終了することになりました。本件に関する情報がもたらされて以降３ヶ⽉の間
に、臨時を含む理事会を３回開催し様々な⾓度から検討を⾏った結果、⽇本における
ユマニチュード研修事業を当学会が引き受けることを決定しました。そこで、SAS 
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Humanitude 社（フランス本部）から⽇本における全権を委任された本⽥美和⼦⽒
（当学会代表理事）と当学会との間で、2022 年 6 ⽉ 1 ⽇から 2025年 4⽉末⽇までの
約３年間の研修事業独占契約（独占権は 2022 年 7 ⽉より有効）を締結するとともに、
これまで指摘されてきた研修に対する様々な課題を解決し、誰もが受講しやすく定着
しやすい新たな研修制度を検討するための委員会『研修体系と価格設定の検討委員
会』を⽴ち上げることにいたしました。新規の研修受託は 6 ⽉末をもって⼀旦停⽌し
ておりますが、当学会にて新たな研修・価格体系を構築した後、2023 年春を⽬処に出
来るだけ早期に順次再開を⽬指して検討を進めていきます。 
 

3. 市⺠会員制度の拡充 
 2019 年 10 ⽉下旬より募集を開始した会員制度は、本事業年度末時点（2022 年６⽉
末）で全会員種別合計520名・団体の登録をいただき、前事業年度末より 96名、23％
の増加となりました。新規会員を獲得するには厳しい環境が続いてはおりますが、定
期的な情報提供と相互交流機会を継続して⾏うことで会員の満⾜度と定着⼒を⾼める
ための活動に注⼒し、１年間の平均継続更新率は、賛助会員は 95%を達成するととも
に、賛助会員以外では 77%となり前年（70%）を７ポイント上回る成果を残すことが
できました。 
 また今期、特に注⼒した市⺠会員についても、『家族と市⺠の会』への名称変更や、
登録⽅法をより簡便なロボットペイメントに変更したことなどが奏功し、まだまだ⼗
分とは⾔えないものの、4 割以上の会員数増加の成果を残すことができました。これ
からも地道にユマニチュードの理解と共感の輪を地域社会に広げる活動を続けていき
ます。 

 
 

   ①会員ミーティング 
 オンラインで開催する会員コミュニティ『⾬宿りの⽊』とともに、⼀般の⽅まで
を幅広く対象とした公開座談会やシンポジウムなど、様々な形で情報発信と交流機
会を設定しました。またテーマとしても、科学的介護の進捗から、施設での取り組
みや学びの⽅法、認証制度まで、幅広い分野をカバーし、多くの皆さまからのご要
望にお応えできるよう⼯夫しました。特にユマニチュード認証制度の検討に携わっ
てこられた３名の認証準備委員による公開シンポジウム「よいケア、よい⽣活の場
とは〜ユマニチュード認証制度の検討から」には、115 名の⽅に参加いただき、認
証制度から広がっていくケアの未来について語り合う機会となりました。 
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⽇程 テーマ ゲスト/敬称略 対象 

2021 
8/5 

⾬宿りの⽊「科学的介護の実現に向けて、現在の進
捗とこれからの活動」 

中澤篤志 理事 全会員 

11/20 ⾬宿りの⽊「介護施設でのユマニチュードへの取り
組みと研修受講」 

濱⽥ 誠⼦ 
⻑⾕川 秀⼈ 

全会員 

2022 
1/22 

公開座談会「フランス認証施設を⾒学しての気づ
き、学び」 

⼤島 寿美⼦ 
⽥中 とも江 
吉川 左紀⼦ 
中野⽬ あゆみ 
盛 真知⼦ 
森⼭ 由⾹ 

⼀般 

5/22  公開シンポジウム「よいケア、よい⽣活の場とは 
〜ユマニチュード認証制度の検討から」 

佐々⽊ 恭⼦ 
早出 徳⼀ 
⼭⼝ 晴保 

⼀般 

 
②ユマニチュードキャラバン 2022 
 2022 年４⽉からのユマニチュード認証制度の開始に伴い、多くの⽅にユマニチ
ュードを知っていただけるよう、草の根にユマニチュードを浸透させるためのオン
ラインによる交流会キャラバンを 6 ⽉より開始しました。認定インストラクターが
講師役を務め、専⽤申し込みサイトに応募くださった 20 名以上の団体の皆さま
と、オンライン上で 1時間の交流会を実施します。参加料は無料とし、参加者には
振り返りの機会として⼩冊⼦『みんなでユマニチュード』を差し上げています。参
加者の満⾜度は 95％と⾮常に⾼く、97%の⽅がユマニチュードへの関⼼をさらに
⾼めてくださっています。加えて、講師役を務めた認定インストラクターにも新た
な気づきと刺激を与えていただいています。7 ⽉末までに 14 ヶ所 436 名の⽅に参
加いただいており、2023 年 3 ⽉末まで全都道府県制覇 100 ヶ所開催を⽬指し継続
していく予定です。（助成：⽇本財団） 
 
③ユマニチュード⼩冊⼦リニューアル 
  当学会では、講演やイベントの際に、ユマニチュードについてまとめた A5サイズ
の⼩冊⼦を制作し頒布しています。今回この内容を強化し、第３回学会総会の⿍談
やシンポジウムの内容、家族介護者の体験談、ユマニチュードの効果の科学的エビ
デンスなど、ユマニチュードにまつわる基本的な情報を⼀元的に網羅した⼩冊⼦
『みんなでユマニチュード』（カラー32ページ）を新たに制作しました。 
ユマニチュードキャラバンで参加者に配布するなど、多くの皆様に⼿に取り、ユマ
ニチュードを⾝近に感じていただけるよう、活⽤していきます。 
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④学会だよりとアニュアルレポート 
 昨年に引き続き 3 カ⽉に 1 度、全会員の皆さまへ、カレンダーとメッセージで構
成する「学会だより」を郵送でお届けしました。今年度も、⽇本の四季を感じさせ
る萩原亜紀⼦さんオリジナルのイラストを添え、ユマニチュードを常に⾝近に感じ
意識いただける環境づくりに努めました。また、１年間の活動記録をお伝えする
『アニュアルリポート』（全８ページ）を制作し、会員資格更新の際にお届けしま
した。 

  

   
              
 
⑤情報発信の強化 

   会員・⾮会員の皆さまにユマニチュードに関する様々な活動や情報をタイムリーに
共有するため、毎週⽉曜⽇に会員向けデジタルメールの配信を⾏いました。 

 その他にも、ユマニチュードに関⼼を持ち、学会に加⼊・活動⽀援をいただくた
め、下記の SNS による継続的なメディア発信を⾏なっております。2020 年 7 ⽉にア
カウントを開設し⽇英⼆⾔語でユマニチュードの基本をお伝えしている Instagram
は、2022 年 7 ⽉末時点でフォロワー数 919 名、⽇常的な情報発信を⾏っている
facebook ではフォロワー数 854 名となり、およそ 3 ⽇に１回程度の頻度で継続的な
情報発信を続けています。 

 
 Facebook： https://www.facebook.com/Japanhumanitude/ 

    Twitter：https://twitter.com/jhumanitude 
     Instagram：https://www.instagram.com/jhumanitude/ 

 YouTube：https://www.youtube.com/channel/UChmbA2akS4G0Njq72s4Ct1w 
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4. 新規事業開発：⽇本版施設認証制度の開始 
 2022 年4⽉より、⽇本におけるユマニチュードの新たな取り組みとして、⽇本版「ユ
マニチュード認証制度」をスタートしました。ユマニチュードの哲学・技法が⾼いレ
ベルで体現されている組織に対する客観的評価基準を確⽴し、基準をクリアしている
組織に認証を与えることで、その存在を対外的に知らしめ、価値や評価を⾼めること
によって、介護や医療の現場により良いケアを広げることを狙いとしています。 
 本制度の構築にあたっては、2021 年 4⽉から『⾼齢者の⾃律と⾃由を実現する介護
施設認証制度の基盤構築事業』として、⽇本財団から２年にわたり下記の助成を受け
て活動しております。 
・2021 年 4⽉〜2022 年３⽉末：事業費総額 1,526万円の 80%に当たる 1,220万円 
・2022 年 4⽉〜2023 年３⽉末：事業費総額 1,739万円の 80%に当たる 1,391万円 
 
 本制度の構築にあたっては、2021 年 4⽉から⽴ち上げた『施設認証準備委員会』に
て、介護・看護専⾨職、認知症当事者・家族、施設・病院経営者、学識経験者など幅
広い領域からのステークホルダー代表となる 14名の委員に参画いただき、実効性の⾼
い制度の検討を進めてきました。また本制度の開始にあたっては、まずは制度運営上
⾒えてくる様々な課題について、フィードバックを得ながら改良・強化を重ねていく
ため、パイロット事業組織として募集をした結果、20 事業所からの応募をいただきス
タートすることとなりました。2023 年 3 ⽉末までに⽇本における認証第１号を⽣み出
し、その取り組み成果について広げるためのシンポジウム兼認証授与式を⾏うべく、
取り組みをフォローしています。 
 

 
 
 



 

 
⽇本ユマニチュード学会                                   13 

＜パイロット事業組織⼀覧＞ 

 
 

5. 認定インストラクターの活動⽀援強化 
 全国各地で活躍する認定インストラクター（2021 年 7 ⽉時点の有資格者 44 名）の学
びと成⻑、活躍の機会をさらに拡⼤するため、2021 年 7 ⽉から新たな資格更新制度を
導⼊しました。実践、普及活動、⾃⼰研鑽、研究活動など様々な領域における参画・
活動を可視化し、２年の期間内に所定のクレジット（ポイント）を取得することによ
って、資格更新審査を⾏うというものです。 
 同時に、インストラクター間の相互交流機会を促進するためのオンラインコミュニ
ティ『ひろば』を構築し、活動の事例共有や⾃⼰研鑽し合える環境を整えています。 

  
 
 加えて、2022 年 6 ⽉から実施している草の根交流会『ユマニチュードキャラバン
2022』などの機会を活⽤しながら、地域社会や市⺠との交流を強化し、将来的には、
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インストラクターを各地域におけるユマニチュード拡⼤・浸透のための象徴的かつハ
ブ的存在として育成することで、現場や地域に密着したユマニチュードの活動を促進
していきたいと考えています。 

 
6. 学術研究・広報活動 

 本事業年度も下記の通り、様々なメディアや場所を通じてユマニチュードに関する取
り組みを発信しました。 
＜本⽥代表理事執筆連載＞ 
・ミシマ社 webマガジン『⾬宿りの⽊』⽣活者のための医療と介護のはなし 
 2022 年 5⽉から⽉ 1回程度連載中 
・福岡市政だより『ユマニチュードコラム』2021 年４⽉から 2022 年３⽉末 

  
 

 また、ユマニチュードに関する基礎的な内容について知っていただくための「講演活
動」についても、2021 年 12 ⽉ 2 ⽇韓国仁川市にて開催されたユマニチュードシンポジウ
ムに考案者ジネスト⽒とともに本⽥代表理事が登壇するなど、主催者側からの要請に応
じて合計 24 回⾏いました。 
 
 学術研究の分野では、⽇本科学技術振興機構(JST)の戦略的創造研究推進事業(CREST)
の「⼈間と情報環境の共⽣インタラクション基盤技術の創出と展開」のプロジェクトと
して、2023 年 3 ⽉まで 5年半にわたり「優しい介護」インタラクションの計算的・脳科
学的解明に関する研究が⾏われており、当学会は、ケア技術の計測や臨床研究などに参
加しています。医学・看護・介護にとどまらず、情報学、⼯学、⼼理学、⾏政などさま
ざまな分野の専⾨家と共同研究を進めることで、新しいケア技術の開発、教育システム
の開発や社会実装に取り組み、フランスやシンガポールとの共同事業も進めています。
本事業年度は臨床研究に関する論⽂を国際学会誌で発表したほか、国際アルツハイマー
会議等での学術発表を⾏いました。 
  
 なお、本事業年度の事業報告には、⼀般社団法⼈及び⼀般財団法⼈に関する法律施⾏規
則第 34条第 3 項に規定する附属明細書は、事業報告を補⾜する重要な事項が存在しない
ため作成しておりません。 

 
以 上 
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〔報告事項：第 2 号〕 
 

2022 年度 第四期 事業計画 
[2022 年 7 ⽉ 1 ⽇から 2023 年 6 ⽉ 30 ⽇まで] 

 
 ⼀般社団法⼈⽇本ユマニチュード学会は、2019 年 7 ⽉ 1 ⽇の設⽴以来四期⽬を迎える
本事業年度、研修事業の取り込みによって、いよいよユマニチュードの普及・浸透にかか
る全ての活動を⼀元的に担うこととなります。優しさが伝わり合うコミュニケーションに
満ちた社会づくりに貢献すべく、会員の皆さまとともにユマニチュードの普及・浸透に粘
り強く取り組んでいく考えです。 
 
 その前提として改めて本学会のミッションと、ミッションを実現するための活動の 5 本
柱とそのビジョンを整理しました。 
 
＜⽇本ユマニチュード学会のミッション＞ 
ユマニチュードの普及・浸透を通じて、全ての⼈の⾃由と⾃律が尊重される社会の実現に
貢献する 
＜ミッションを実現するための活動の 5 本柱とそのビジョン＞ 
1 広報 ➡  ユマニチュードを通じたより良いケアの理解者・共感者を増やす 
2 教育 ➡  ユマニチュードを通じたより良いケアの実践者を増やす 
3 認証 ➡  ユマニチュードを通じたより良いケアの実践の質を担保し⾼める 
4 学術研究➡ ユマニチュードを通じたより良いケアの実践効果のエビデンスを構築する 
5 会員相互交流➡ ユマニチュードを通じたより良いケア普及・浸透の活動基点となる 

       
 
 上記の実現を⽬指し、具体的には、過年度より引き続き、下記の重点項⽬に取り組んで
まいります。 

1. 運営基盤とガバナンスの強化 
2. ユマニチュード認証制度の拡⼤ 
3. 研修体系の構築と研修事業の再開 
4. 広報活動と会員相互交流 
5. 学術研究 
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1. 運営基盤とガバナンスの強化 
  
 ⾮営利型の⼀般社団法⼈として、研修や認証などの事業を包括的に展開するとともに、
福岡市を始めとする⾃治体や企業から⼤規模な事業を受託し運営していくにふさわしい、
信頼に⾜る、しっかりとしたガバナンス体制を構築していく必要があると認識しておりま
す。 
 事業収益と会員サービスの安定化を実現するには、今しばらくの時間が必要ではありま
すが、固定費を絞り込み、経営環境の変化にも柔軟に対応できるよう、スリムで効率的な
事務局運営を継続してまいります。 
 

①理事会・委員会の運営 
 本学会に関する重要な意思決定を⾏うため、本年度も引き続き３ヶ⽉に 1 回程度、
理事会を開催し、緊密な意思疎通と情報共有を継続し、中⻑期的かつ広範な視野から
社会に必要とされる学会活動を実現してまいります。また、研修事業の取り込みに際
し設⽴した『研修体系と価格設定の検討委員会』においては、様々なステークホルダ
ーの意⾒に⽿を傾けながら研修に関する様々な課題を解決し、現場のニーズに即した
効果的で持続性のある研修体系を構築していきます。 
 
②ガバナンス第三者認証の取得 
 既に当学会は、2021 年 5 ⽉、⼀般社団法⼈⾮営利組織評価センターが⾏っている
『ベーシックガバナンスチェック』において、23 のチェック項⽬すべてにおいて「基
準を満たしている」との評価を取得しております。今後は、さらにその上位かつ包括
的な認証となる『グッドガバナンス認証』の取得を⽬指し、オープンで透明性の⾼い
事業と組織運営体制を検討し実現していきたいと考えます。 
 特に、ユマニチュード認証制度という『認証』を授与する側の組織として、また将
来の公益化を視野に⼊れている組織として、社会の変化や要請に応じてコンプライア
ンスとガバナンスの持続的強化に取り組むことは必須であると考えます。『⾃⽴と⾃
律の⼒を有し「グッドガバナンス」を維持している⾮営利組織である』という信頼性
を第三者に担保いただくことで、⾃らを常に律し、社会に⽀持され必要とされる存在
となっていくよう努めていく考えです。 
 
③事務局ならびに事業本部の体制強化 
 安定した事業運営を実現するためには、事務局ならびに事業本部の⼈員体制と処遇
の適正化を図っていく必要があります。これまでは常に最低限の⼈員で効率的な運営
を志向してきましたが、今後、認証制度と研修制度という事業の両輪をしっかりと回
していくためには、事業の安定運営を可能とする⼈員体制の確⽴と持続可能な処遇の
の両⽴を図れるよう、検討を進めていきたいと考えます。 

 
 

2. ユマニチュード認証制度の拡⼤ 
  2022 年 4 ⽉から開始した『ユマニチュード認証制度』は、2023 年 3 ⽉末を区切り
とするパイロット事業に、現在20 の事業所が取り組んでいます。認証の中でも⼀番最
初の⼊り⼝となる『ブロンズ認証』を取得する事業所を 2023 年 3 ⽉末までに輩出し、
その取り組みについて紹介するシンポジウム兼認証授与式を⾏いたいと考えていま
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す。これにより、認証制度の認知度をさらに⾼め、ユマニチュードに関⼼を持ち、新
たに取り組む組織を徐々に増やしていきます。加えて、ブロンズ認証を取得した組織
には、次のステップとしての『シルバー認証』取得をバックアップするとともに、２
〜３年以内を⽬処に出来る限り早期に、国際認証である『ゴールド認証』取得組織を
⽣み出していきたいと考えています。 
 
 

3. 研修体系の構築と研修事業の再開 
  『ユマニチュード認証制度』の導⼊によって、組織におけるユマニチュードの浸透
を公正に評価する基準が明確化されました。この明快な基準を⽬標としながら、個⼈
や組織がユマニチュードへの学びを段階的かつ継続的に深めていくことができるよ
う、誰もが受講しやすく定着しやすい新たな研修体系を構築し、2023 年春を⽬処に出
来るだけ早期に順次再開していきます。 
 加えて、個⼈向け研修や介護・看護の組織向け研修だけでなく、認知症⾼齢者の接
客を課題とする企業、社員の介護離職を防ぎたい企業、それらに包括的に取り組みた
い⾃治体などにも対象を広げていきます。⾃治体として、特に先進的な取り組みを続
ける福岡市とは、これまでエクサウィザーズ社と締結していた事業契約を当学会にて
引き継ぎ、強⼒なパートナーシップを築きながら、活動の領域とコストパフォーマン
スを更に⾼めていきます。これにより、他の⾃治体でも横展開できるモデルを構築し
ていきます。 
 また、今秋を⽬処に、認定インストラクターの所属する組織と新たなパートナー契
約を締結し、インストラクターの処遇を明確化し、活動を下⽀えする体制を整えてい
きます。インストラクターを講師役としたオンライン交流会『ユマニチュードキャラ
バン 2022』を 2023 年 3 ⽉まで継続するとともに、以降も、地域社会にユマニチュー
ドを浸透させる草の根活動を続けていきます。そして将来的には、インストラクター
を各地域におけるユマニチュード拡⼤・浸透のための象徴的かつハブ的存在として育
成し、地域の会員や市⺠との交流を深め、現場や地域に密着したユマニチュードの活
動を促進していきたいと考えています。 
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4. 広報活動と会員相互交流 
 過年度に引き続き、ユマニチュードの存在意義や価値を明らかにし、さらに⾼め、
社会に広く認識いただけるよう、広報活動と会員間の相互交流に注⼒していきます。
今年度に特に注⼒するテーマは次の２点です。 
 
①ユマニチュード認証制度の認知向上 
 『ユマニチュード認証』を取得している組織（もしくは認証取得準備中の組織）の
広報活動をしっかりとサポートしていきます。ユマニチュードの哲学・技法が⾼いレ
ベルで体現されているお⼿本として広く社会に伝えていくとともに、状況が許せば、
認証取得組織において当学会会員との交流会や⾒学会、研修会などを実施することに
より、より良いケアが体現された地域の拠点として存在をアピールしていけたらと考
えます。 
 
②新たな研修体系の認知向上 
 新たな研修体系の認知にも⼒を注いでいきます。広報活動をはじめとする様々な接
点を通じてユマニチュードを知り興味を持ってくださった⽅々に、次の段階として、
正しい哲学の理解をベースにユマニチュードを実践出来るようになっていただくこと
は、⼈々の⾃律と⾃由が尊重された『よいケアよい⽣活の場』や『優しさが伝わりあ
う地域社会』の実現には不可⽋です。⼟台となる理解者・共感者の裾野を拡げなが
ら、正しく実践出来る⼈を増やしていくことで、ユマニチュードの質を担保して価値
や評価を⾼め、介護や医療の現場により良いケアを広げていきます。また当学会会員
には、研修をより良い条件で受講いただけるような仕組みも検討していきます。 
 
 

5. 学術研究 
  
 これまで５年半にわたって取り組んできた、⽇本科学技術振興機構(JST)の戦略的
創造研究推進事業(CREST)の「⼈間と情報環境の共⽣インタラクション基盤技術の創
出と展開」のプロジェクトが 2023 年 3 ⽉で⼀区切りとなります。「優しい介護」イン
タラクションの計算的・脳科学的解明に関する研究の成果を広く会員や社会全般に共
有するとともに、引き続き、医学・看護・介護にとどまらず、情報学、⼯学、⼼理
学、⾏政などさまざまな分野の専⾨家との共同研究を進めることで、新しいケア技術
の開発、教育システムの開発や社会実装に取り組んでまいります。 
 

以 上 
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 ［報告事項：第 3 号］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 年度 第四期 収⽀予算 
 

［2022 年 7 ⽉ 1 ⽇から 2023 年 6 ⽉ 30 ⽇まで］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⼀般社団法⼈ ⽇本ユマニチュード学会 
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正味財産増減計算書 
［2021 年 7 ⽉ 1 ⽇から 2022 年 6 ⽉ 30 ⽇まで］ 

 
以 上 




